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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和3年8月5日(2021.8.5)

【公開番号】特開2020-54494(P2020-54494A)
【公開日】令和2年4月9日(2020.4.9)
【年通号数】公開・登録公報2020-014
【出願番号】特願2018-185611(P2018-185611)
【国際特許分類】
   Ａ４５Ｄ  20/12     (2006.01)
   Ｆ２６Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｆ２６Ｂ   3/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４５Ｄ   20/12     　　　Ｚ
   Ｆ２６Ｂ   21/00     　　　Ｂ
   Ｆ２６Ｂ    3/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年6月25日(2021.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空筒状の導風路（９）を有する本体ケース（１）と、
　導風路（９）の一端に設けられる吸込口（１０）と、
　導風路（９）の他端に設けられる吹出口（１１）と、
　導風路（９）内に設けられて、吸込口（１０）から吹出口（１１）に向う乾燥風を生起
させる送風ファン（３）とを備えており、
　導風路（９）に、機能成分を含む機能液が含浸保持された連続気孔型の多孔質体からな
る機能成分放出体（８０）が設けられていることを特徴とするドライヤー。
【請求項２】
　導風路（９）に、該導風路（９）における他の風路領域よりも風路流速が大きくなるよ
うに構成された領域である増速風路（８５）が設けられており、
　増速風路（８５）に機能成分放出体（８０）が配設されている請求項１に記載のドライ
ヤー。
【請求項３】
　導風路（９）に、本体ケース（１）の内面から離間した状態で風路内構造体（４）が配
設され、該風路内構造体（４）と本体ケース（１）とで環状風路（３５）が形成されてお
り、
　前記環状風路（３５）に機能成分放出体（８０）が配設されている請求項１または２に
記載のドライヤー。
【請求項４】
　送風ファン（３）よりも下流側の導風路（９）に、風路内構造体（４）が配設されてお
り、
　風路内構造体（４）が、乾燥対象に熱を付与する熱付与構造（４Ａ）で構成されている
請求項３に記載のドライヤー。
【請求項５】
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　導風路（９）に風路内構造体（４）を配設することで増速風路（８５）が形成されてお
り、
　風路内構造体（４）が、導風路（９）の風路断面積を小さくする増速構造（４Ｂ）で構
成されている請求項２に記載のドライヤー。
【請求項６】
　送風ファン（３）よりも下流側の導風路（９）に増速構造（４Ｂ）が設けられており、
　該増速構造（４Ｂ）が、導風路（９）の上流側から下流側に行くに従って内周面形状が
窄まるリング状に形成された増速リング（１１５）で構成されている請求項５に記載のド
ライヤー。
【請求項７】
　送風ファン（３）よりも上流側の導風路（９）に、同ファン（３）に隣接する状態で増
速構造（４Ｂ）が設けられており、
　該増速構造（４Ｂ）が、導風路（９）の上流側から下流側に行くに従って内周面形状が
窄まるリング状に形成された増速リング（１１５）で構成されている請求項５に記載のド
ライヤー。
【請求項８】
　増速リング（１１５）が、機能成分放出体（８０）で構成されている請求項６または７
に記載のドライヤー。
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